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公 告 

 

次のとおり栗東市自動販売機の設置に係る事後審査型条件付一般競争入札を実施する

ので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 6 の規定に基づき次の通り

公告する。 

 

令和８年２月１７日 

 

 

栗東市長  竹  村   健 

（ 公 印 省 略 ） 

 

栗東市自動販売機の設置に係る行政財産の貸付け等に関する要綱により、自動販売機の

設置に係る入札を執行しますので、入札に参加希望されます方は、次の事項に従ってくだ

さい。 

 

１．入札案件の名称  

  コミュニティセンター金勝・葉山東・治田東・治田西における自動販売機の設置に係

る事後審査型条件付一般競争入札  

 

２．設置場所 

  物件番号①：コミュニティセンター金勝（滋賀県栗東市御園 982 番） 

 物件番号②：コミュニティセンター葉山東（滋賀県栗東市六地蔵 714 番地 1） 

  物件番号③：コミュニティセンター治田東（滋賀県栗東市安養寺 205 番地） 

 物件番号④：コミュニティセンター治田西（滋賀県栗東市小柿五丁目 1 番 8 号） 

 （別添配置図のとおり）  

※各自で設置場所を確認してください。 

 

３．設置物 

 自動販売機 各１台 

物件番号①［サイズ］幅１２０㎝以内・奥行き８０㎝以内・高さ２００㎝以内 

物件番号②［サイズ］幅１２０㎝以内・奥行き８０㎝以内・高さ２００㎝以内 

物件番号③［サイズ］幅１２０㎝以内・奥行き８０㎝以内・高さ２００㎝以内 

物件番号④［サイズ］幅１２０㎝以内・奥行き８０㎝以内・高さ２００㎝以内 

 

４．販売品目 

 清涼飲料水 

（缶・ペットボトル・紙コップ又は紙パックを容器として供給するものに限る。）  

 

５．設置期間 

 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日（５年間） 

  ※更新は行いません。  

 

６．入札参加条件  

（１）入札に参加することができる者は、自動販売機の運営実績が１年以上あり、かつ
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以下の各号のいずれかに該当する者とします。  

   ①滋賀県内に本店、支店又は営業所を有する法人  

②市内に住所を有する個人事業者  

③市内に主たる事務所のある身体障がい者団体（規約及び構成員を有し、かつ現

に活動しているものに限る。）  

（２）以下の各号いずれかに該当する者は、入札に参加することができません。 

①地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項、第 2 項の各号に該当すると認められ

る者。 

②個人にあたっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3

年法律第 77 号）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」といいま

す。）に該当する者。法人にあたっては、役員等（法人の役員、又はその支店、

もしくは営業所等を代表する者をいいます。）が暴力団員に該当する者。 

③無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147

号）第 5 条第 1 項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員、も

しくは構成員となっている者。 

④市町村税等を滞納（未納）している者。 

 

７．入札（落札）条件 

（１）入札は、1 者以上であれば実施し、物件ごとに、市に納入する売上金額に対する

歩合率により貸付けの相手方（以下「設置者」という。）及び貸付料を決定しま

す。 

（２）入札に係る最低歩合率は、売上金額の 10 パーセント以上とします。 

 

８．契約条件 

（１）自動販売機の設置に係る電気の使用料は、設置者の負担とします。設置者が負担

する額は、消費電力量に使用時間、使用日数、稼働率及び電気料金単価を乗じて

得た額とし、使用時間は 24 時間、稼働率は 50 パーセントとします。 

※設置者が計量器を設けることにより消費電力量が明らかとなる場合は、第１項

の規定にかかわらず、当該消費電力量に電気料金単価を乗じて得た額を設置者

が負担する額とします。 

（２）書面により、毎月の自動販売機販売実績（販売数量）を翌月の 7 日までに報告し

ていただき、その実績報告に基づく貸付料及び電気使用料を四半期ごとに市が発

行する納付書により、請求を受けた日から 10 日以内に納付していただきます。 

 （３）設置している自動販売機の機種を変更しようとするときは、あらかじめ自動販売

機設置機種変更届（様式第 2 号）によりその旨を市に届けていただきます。 

※変更届の内容を審査し、変更を認めたときは必要に応じて電気の使用料を見直

し、設置者と変更契約を締結します 

（４）設置者は、市の指示に従い、自動販売機を設置していただきます。なお、自動販

売機の設置に要する費用は、設置者の負担とします。また、貸付期間を満了した

ときは当該満了日に自動販売機を撤去していただき、その自動販売機の撤去に要

する費用は、設置者の負担とします。  

（５）設置者は、自動販売機の設置、又は撤去により施設を破損したときは、自らの責

任において原状に回復していただきます。 

（６）設置者は、次に掲げる事項を遵守し、施設を使用する者等に迷惑を及ぼすことが

ないよう適切に管理していただきます。 

    ①空き缶等を回収する容器を設置し、適宜回収を行うこと。 
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    ②施設の美化に協力しごみ等の処理を行うこと。 

③市長の許可なく貼紙等をしない、又は釘類を打ち込まないこと。 

 

９．入札の方法 

入札は、次により執行します。 

［入札方法・入札期間］ 

次の提出書類を令和８年２月１７日（火）から令和８年３月６日（金）正午まで

（ただし執務時間内に限る）に、受付場所まで持参してください。（郵送・ファック

ス・メール等による入札は不可） 

［提出書類］  

提出書類に係る様式は、市ホームページ（http://www.city.ritto.lg.jp）の「組

織から探す→市民部・自治振興課→お知らせ→栗東市コミュニティセンターにおけ

る自動販売機の設置に係る一般競争入札の実施について」内からダウンロードして

使用してください。  

（１）自動販売機設置申請書（様式第１号（第４条関係）） 

（複数物件ある場合、１物件につき１通必要） 

    ※様式第１号内に記載されている添付書類は、入札時点では提出不要です。 

（２）入札書（複数物件ある場合、１物件につき１通を１封筒に封入） 

※入札書には、歩合率（％）、住所（所在地）、氏名等必要事項を記入し、

実印（印鑑登録証明印）を押してください。  

※委任状を提出される場合で、入札等に関する一切の権限を委任される場

合は、入札者の押印は不要です。（代理人は記名・押印が必要） 

    ※必ず、定型封筒（長型３号など）に入れた上で封をし、封筒のつなぎ目

部分に入札書に押した印と同じ印で割印（封印）してください。 

※封筒の表面に「入札案件の名称」「物件番号（複数物件ある場合）」「入札

者の氏名」を油性ボールペン等で記入してください。 

（３）印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書） 

※入札申込日から 3 ヶ月以内に発行されたものに限ります。 

（４）委任状［代理人が入札に参加する場合のみ必要］ 

※代理人が入札に参加する場合は委任状を作成し、同封してください。な

お、委任状には委任者の実印（印鑑登録証明印）、及び、受任者の実印（印

鑑登録証明印）を押してください。 

（５）代理人の印鑑登録証明書（法人の場合は印鑑証明書）［代理人が入札に参加す

る場合のみ必要］  

※入札申込日から 3 ヶ月以内に発行されたものに限ります。 

 

※複数物件ある場合、  

（１）（２）については１物件につき１通（１封筒）ずつ必要。 

（３）～（５）については、複数物件ある場合でも、１通で可。  

 

［受付場所・問合せ先］  

栗東市役所市民部自治振興課自治協働係（市役所庁舎３階） 

 [所 在 地]滋賀県栗東市安養寺一丁目１３番３３号 

  ［電話番号］０７７－５５１－０２９０  

［開札］ 

http://www.city.ritto.lg.jp/
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（１）令和８年３月６日（金）午後に開札し、落札候補者を決定します。 

（２）開札の結果、落札候補者がいない場合でも再度の入札は行いません。 

［その他］ 

（１）一度提出した入札書の書き換え、引き替え及び撤回することはできません。 

（２）不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき、又は災害、その他入

札の実施が困難な特別な事情が生じた場合は、入札を中止、又は延期するこ

とがあります。 

 

10．入札保証金  

入札保証金は、栗東市財務規則（昭和 46 年栗東町規則第 18 号）第 155 条の 4 第 3

号の規定により免除します。  

 

11．入札の無効 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。 

（１）入札参加資格のない者がした入札。 

（２）入札に関し不正な行為を行った者がした入札及び入札条件に違反した入札。 

（３）入札者の記名及び押印がないとき。 

（４）一つの入札に対して 2 通以上の入札書を提出したとき。 

（５）代理人による入札の場合において、委任状を提出しないとき。 

（６）入札者及び代理人が他の入札代理人となり、また共同して入札をしたとき。 

（７）指定の入札書以外の入札書により入札したとき。 

（８）入札書の歩合率を訂正したもの、又は歩合率の記載がないもの。 

（９）最低歩合率を下回る率で入札したとき。 

（10）前各号に揚げるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。 

 

12．落札候補者の決定 

   落札候補者は、次の方法により決定します。 

① 有効な入札を行った者のうち、入札歩合率が売上金額の 10 パーセント以上、

かつ最高の歩合率である入札者を落札候補者とします。 

② 最高価格での入札者が複数存在する場合は、市が改めて指定する日に最高歩

合率での入札者を集め、くじにより落札候補者を決定します。なお、くじに

参加しない者は失格とします。 

③ 落札候補者には、令和８年３月６日（金）中に落札候補者に決定した旨の連

絡をします。なお、落札候補者以外には連絡いたしません。（入札結果につい

ては、落札者の決定後、市役所 1 階情報公開コーナーで公表しますので確認

してください。） 

 

13．落札候補者の提出書類 

落札候補者となった者は、別途指定する期日までに、次の書類を提出してください。 

［提出書類］  

（１）設置する自動販売機のカタログ 

 （２）自動販売機メーカーが作成した設置する自動販売機の年間消費電力量計算表 

 （３）自動販売機の運営実績が１年以上あることを証する書類等  

（４）次の書類を各 1 通添付してください。 

【個人の場合】  

① 住民票［写し可］ 
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② 納税証明書（市町村が発行したもので、住民税・固定資産税・都市計

画税等を滞納していないことがわかるもの）［写し可］  

※①②とも発行後 3 ヶ月以内のものに限ります。 

 

【法人の場合】  

① 現在事項全部証明書（商業登記簿謄本）［履歴事項全部証明書］［写し

可］ 

② 納税証明書（市町村が発行したもので、市町村民税・固定資産税・都

市計画税等を滞納していないことがわかるもの）［写し可］ 

※①②とも発行後 3 ヶ月以内のものに限ります。  

 

【身体障がい者団体の場合】 

① 団体の規約  

② 主な構成員（役員）一覧 

③ 近年の活動状況を示す書類等 

 

※申込書などに記載された内容が、住民票や登記事項全部証明書の内容などと

異なる場合は、参加申請書を受理することはできません。  

［受付場所・問合せ先] 

栗東市役所市民部自治振興課自治協働係（市役所庁舎３階）   

[所 在 地]滋賀県栗東市一丁目１３番３３号 

    ［電話番号］０７７－５５１－０２９０  

 

14．落札者の決定 

（１）落札者は、落札候補者が提出する上記 12 の書類等に基づく入札参加審査を経

て決定します。 

（２）入札参加資格審査の結果、落札候補者が入札参加資格要件を欠くことが判明

した場合は、当該落札候補者が行った入札は無効とし、その旨を本人に通知する

とともに、次順位者を落札候補者として上記 12 及び上記（１）の処理を行いま

す。 

なお、次順位者が入札参加資格要件を欠くことが判明した場合も同様の処理を行

います。 

（３）落札候補者が上記 12 の書類を指定する期日までに提出しないため、入札参加

資格審査ができない場合においても、当該落札候補者が行った入札は無効とし、

上記（２）の処理を行います。 

（４）契約の締結 

①落札者との貸付契約は、落札者確定後7日以内に市の契約書（以下「契約書」

という。）により締結します。落札者は契約書を受け取った後、契約書に記

名捺印（実印）し、市に提出してください。なお、契約書に貼付する収入印

紙は落札者の負担となります。 

※契約は入札参加申込書に記載された名義でのみ行うことが可能です。 

②落札者確定後、7 日以内に契約を締結しないとき、又は落札者が契約の締結

に応じない場合は、落札はその効力を失います。 

（５）契約の確定 

契約は、市が落札者と共に契約書に記名捺印した時点で確定します。 

（６） 契約の解除 
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契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除します。 

① 契約期間内に契約を履行せず、又は履行の見込みがないと明らかに認め

られるとき。 

② 契約履行について不正な行為があったとき。 

③ 設置者が貸付料、又は電気使用料を期日までに納付しないとき及び管理

義務を遵守しないとき。 

  （７）権利の譲渡等の禁止 

落札者は、次に掲げる行為はできません。 

①設置・管理に係る一切の権利義務を第三者に譲渡すること。 

②自動販売機に関係しないものを設置すること。 

③設置場所の形状を変更すること。 

④設置場所以外に自動販売機に関係するものを設置すること。 

 

15．その他 

（１）入札に参加しようとする者は、本公告及び契約書（案）に記載された事項につい

て熟知しておいてください。 

（２）入札結果（入札参加者・落札者の氏名（名称）、入札歩合率・落札歩合率等）に

ついては、落札者の決定後、市役所 1 階情報公開コーナーで公開しますので、予

めご了承ください。 

（３）設置場所付近には既に他の自動販売機を設置している場合がありますので、管

理・運営及び販売等にあたり、他の者と紛争等生じないように配慮してください。 

（４）入札結果を公表するまでは、入札参加者数、落札者名、落札歩合率、入札に関わ

る内容については、一切お答えいたしませんので予めご了承ください。 

（５）落札者が売買契約書に定める疑義を履行しないために、栗東市に損害を与えたと

きは、落札者はその損害を賠償しなければなりません。 

（６）本公告及び契約書に規定する事項に違反したとき、又は契約が解除されたときは、

違約金等を市に支払っていただく場合があります。 

（７）個人情報の取り扱いについて、入札参加のために提出された書類等に記載された

個人情報はこの入札事務のみに使用し、その他の目的には一切使用いたしません。 

 

 

16．〈参考〉売上（令和 7 年 1 月～令和 7 年 12 月の実績） 

物件番号③：売上数：1,177 本、売上額：180,540 円 

（治田東） 年間利用者数：13,696 人、職員数：3 人 

 

物件番号④：売上数：1,451 本、売上額：218,490 円 

（治田西） 年間利用者数：10,349 人、職員数：3 人 

 

売上（令和 6 年 1 月～令和 6 年 12 月の実績） 

物件番号③：売上数：1,201 本、売上額：177,630 円 

（治田東） 年間利用者数：13,699 人、職員数：3 人 

 

物件番号②：売上数：1,874 本、売上額：273,620 円 

（治田西） 年間利用者数：10,507 人、職員数：3 人 
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    ※推定売上等（令和 6 年 1 月～令和 7 年 12 月の実績）は栗東市が現設置事業者か

らの報告等を基に記載しているものであり、栗東市が売上を保証するものでは

ありません。 

    ※推定売上等は現在の設置場所におけるもので、令和 8 年度以降は設置場所を変

更します。 


